
　去る11月26日、新潟市江南区丸山ノ内善之丞組地内のすご堀（横越排水路）において“もみ
殻”が大量に投棄されておりました。江南警察署生活安全課の計測によりますと延長約215m･
巾約3m・重さ約7,200kg、これは7.2haの田んぼから出るもみ殻の量になります。
　強風で飛散したり水路内に流れ込みますと通水障害が起きます｡“未来に伝えたい景観百
選”にも選ばれた桜の名所でもありますので、直ちに業者に発注し除去しましたが、84万円も
掛かりました。心無い人によってみんなが迷惑しています。
　もみ殻は産業廃棄物です。産業廃棄物をむやみやたらに捨ててはいけません。
　今も江南警察署の方で捜査しています。
　日々農業に勤しんでいる皆さまには呆れるお話しかもしれませんが、今一度お考えいただき
二度とこのようなことが起きませんよう農家お一人お一人のご理解とご協力をお願いします。
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　任期満了に伴う役員（監事）総選挙を令和４年11月25日に実施しました。候補者の届出が定数を超えなかったた
め総代会での投票は行わず、同日選挙会により当選人を決定しました。選挙管理者には波多野誠一総代（曽野
木)、選挙立会人には村山久総代（亀田)、五十嵐源一総代（大形）が理事長より指名され、選挙事務を行いまし
た。選挙会終了後、選挙管理者から当選者に当選通知書が付与されました。
　また、令和５年１月11日に第１回監事会を開催し、中川一広さんが総括監事に互選されました。

役員（監事）総選挙を実施

谷澤康雄さん
（第一監事　両川）

中川一広さん
（総括監事　横越）

大沢一衛さん
（第二監事　大江山）

選　挙　会 当選通知付与

　当土地改良区の土地原簿は、組合員皆さまからの届出によって更新されます。農地の権利移動
(売買、交換、賃貸借等)・組合員が亡くなられたとき・農業者年金を受給しようとするとき（経
営移譲)・組合員の住所を変更したときは、速やかに「組合員資格得喪通知書」を提出ください。

　今後、高齢化による離農や農地の利用集積の進展に伴い、土地持ち非農家の増加が見込まれる
中で、土地改良区が施設の維持管理、更新等を的確に行っていくためには、耕作者の意見が適切
に反映されるような事業運営を確立していくことが必要となります。そのため、土地所有者から
耕作者への組合員資格変更を円滑に進めるためにも、当土地改良区では、原則として耕作者を組
合員とするべく啓発を進めてまいります。ただし、土地所有者が組合員になれないとうわけでは
ありませんので、土地所有者と耕作者の間で話し合っていただき、ご協力をお願いいたします。
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組合員資格得喪通知について

組合員資格の耕作者への変更について


